
様式１【証明書】の記入例記入例 １ 「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」の記入の仕方

確認①
この名称は変更しないこと。

確認⑥
販売開始年、取得する年を記載し、年数
の差を記載のこと。
様式2のチェックリストと同一であること。

確認⑦
全て｢１｣に○印を付けること。

※｢２｣に○を付けると証明書の発行は出来ません。

確認⑧
「製造業者等の名称」（申請者）は、基本
的にメーカ名です。しかし、海外メーカの日
本法人や代理店は、この欄への記載が認
められています。
※輸入された設備においても海外メーカ名となり
   ますが、輸入商社等で申請手続きの代行は

認められています。

確認⑨
しかるべき役職・氏名を記載のこと。
押印は不要。(例：社長､事業部長など。)
※海外メーカの場合は、サインですが、原紙で

はなく、ｐｄｆも認められます。

確認⑩
日鍛工会員の場合、当会窓口担当者が望
ましいが、営業等の担当者でも可。
また、海外メーカの設備を輸入する場合は、
商社（代理店）の社名・担当者名を記入の
こと。。

確認②
設備名称をユーザに確認して記載して
下さい。
この項目には、設備の減価償却年数を定め
た「機械及び装置の耐用年数表」の55区分
の設備名称を記載してください。
日本鍛圧機械工業会が証明書発行できる

設備は、下記の16区分です。それ以外の設
備の証明書発行はできません。

確認③
機械の納入する事業所名を記載のこと。

確認④ 【新設項目】
ユーザ様法人番号を記載のこと。

確認⑤ 【新設項目】
ユーザ様に確認し、必ず記載のこと。

2023年度より、申請者並びに工業会の押印は不要となりました。会員用

確認⑪
この欄は証明書申請者(メーカ）は記入する必要はありません。



様式１【証明書】の裏面にはこの「留意事項」を
必ず印刷のこと。
※ 証明書を作成し、プリントアウトする際は、

両面印刷してください。



様式２ 【チェックリスト】の記入例記入例 ２

年平均を算出する計算式は以下となります｡

※ Ａ＝当該モデル数値
 Ｂ＝１代前モデル数値
 Ｃ＝当該モデル販売開始年
 Ｄ＝１代前モデル販売開始年

  ① 当該モデル数値が1代前モデル数値より
大きくなる場合 (生産量が増大する等)

｛ (Ａ－Ｂ）÷Ｂ ｝÷（Ｃ－Ｄ）

② 当該モデル数値が一代前モデルより
小さくなる場合
(消費電力量の削減や精度アップ等)

{ （1/Ａ－1/Ｂ）÷1/Ｂ }÷（Ｃ－Ｄ）

この計算式を｢生産性向上要件の計算書｣として、
別紙で保管して下さい｡   

確認⑬
当該モデルの販売開始年を記載のこと。
ユーザが取得する年から遡って10年以内
に販売開始されたかを確認します。
裏付け資料が必要です
（納品書控や納入仕様書等）
※日鍛工会員は裏付け資料の提出は不
要。 資料を自社保管して下さい。

確認⑭
ユーザに納入する「年」を記載のこと。

確認⑮
 「一代前モデル」の販売開始年を記載し、
番号に○印を付けること。
裏付け資料が必要です。
（納品書控や納入仕様書等）
※日鍛工会員は裏付け資料の提出は不
要です。 資料を自社保管して下さい。

確認⑯
どれか一つを選択して○印を付け、その項
目の【 】に比較指標を記載のこと。
【時間当りの生産量】や【１枚当りの加工時間】etc.

確認⑰
指標数値と単位を記載すること｡
この数値の裏付け資料が必要です。
（仕様書やカタログ等）
※日鍛工会員は裏付け資料の提出は不要。
資料を自社で保管して下さい。

確認⑫
 全て｢１．該当｣に○印を付けること。
 ※｢２．非該当｣に○を付けると

証明書の発行は出来ません。

確認⑱
 この「年平均」は数値のみ記載のこと。
記載例での算出方法
｛（20枚－16枚）÷16枚｝÷（2023年－
2013年）＝0.025

⇒ 年平均 2.5％の生産性向上

会員用

確認⑲ 【新設項目】
 2022年に他の工業会において証明書の「誤発行事案」が発生しました。そのため中小企業等経営強化法を所管する中小企業庁 事業環境部 財務課より、
本事案を踏まえ証明書の発行にあたり、裏付けとなる資料等の取り寄せ等の適切な確認を行っていただく旨、通達がありました。
当工業会では、これまで以上に証明書発行を厳正に行うため、証明書申請会員企業各位に記載事項の正確性を証して頂く事にしました。ご了承ください。
なお、記入頂く「代表者氏名」は、本証明書（様式1）に記載する「代表者氏名」で構わない事を申し添えます。



ユーザ様が種類の異なる機械及び装置を
同じ時期に取得する場合の

様式１【証明書】と様式2【チェックリスト】の記入例

【「一式」での申請について】
ユーザーが税務申告の際に「一式」として固定資産台帳に計上する場合に限ります。
※それぞれの機械を別々に資産計上をする場合は、機械ごとの証明書申請となりますので、注意して下さい｡

記入例 ３

確認②
この欄に機械・装置名を全て記載して、「一式」とすること。

確認③
この欄の記載は、メインとなる
機械・装置の当該モデル、
一世代前モデルの販売開始
年や指標数値を記載のこと。

会員用

確認①
メインの機械・装置の設備名称を
記載のこと。



比較すべき旧モデルが全くない新製品の場合の様式１【証明書】の記入例

【比較すべき旧モデルが全くない新製品について】

中小企業等経営強化法の「生産性向上要件証明書」は、
これまでの生産性向上設備投資促進税制の「先端設備証
明書」等と基本的に同様のスキームで証明書を発行します。
下記は、証明書発行団体向けに発信された文書です。

大変厳格な要件となっておりますので、ご注意下さい。

 比較対象が全くないものは、比較する指標がないため､
販売時期（10年以内の販売開始)のみが要件となるが、
例えば、新設会社における第１号製品など、非常に限定
的な場合のみを指す。 

 従って、メーカーから「今回、新商品を出しました。今ま
でには無い設備（従来の系統とは違う設備）なので、生
産性の比較は不要です。」と申請があったとしても、安易
に「比較不要」と判断することは不可。
 

 新商品であっても、まずは（同じ系統でなくとも）社内の
類似する機能・性能を持つ設備を何かしら抽出してもら
い、その設備と比較をするようにメーカーに指示をお願
いしたい。 

 それでも比較するものが見つからない場合は、類似する
機能・性能を持つ設備が社内には一切ないことをメー
カーに説明してもらい、その内容が工業会として納得で
きた場合に限り、「比較対象が全くないため、販売開始
要件のみで可」と判断いただきたい。 

 なお、その場合、チェックリスト(様式2)の｢生産性向上｣
欄は、『比較すべき旧モデルが存在しない新製品である
ため、比較不要』等と記載。

記入例 ４

確認①
ここに○印を付けること。

確認②
「比較すべき旧モデル
が全く無い」場合は、
この欄の番号に○印は
不要｡

会員用



この文書は「Microsoft Word」で
作成してあります。
ソフト機能の「挿入」にある『テキ
ストボックス』を使用してください。

記入例 ５

確認④
当該モデルの販売開始年を記載のこと。
ユーザが取得する年から遡って10年以内
に販売開始されたかを確認します。

裏付け資料が必要です。
（納品書控や納入仕様書等）
※日鍛工会員は裏付け資料の提出は不
要です。資料を自社保管して下さい。

確認⑤
比較すべき旧モデルが全くない新製品の
場合は「２．なし」に、○印を付けること。

確認③
ここに○印を付けること。

確認⑦
「比較すべき旧モデルが全く無い」場合
は、この部分に以下の文言を記載のこと。

『比較すべき旧モデルが存在しな
い新製品であるため、比較不要』

『比較すべき旧モデルが
存在しない新製品である
ため、比較不要』

確認⑥
比較すべき旧モデルが全くない新製品の場
合は、この『「生産性向上」に該当するか』の
要件欄には、○印を含め記載は不要。

比較すべき旧モデルが全くない新製品の場合の様式２【チェックリスト】の記入例

会員用
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